
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度　
保
険
証
を
更
新
し
ま
す　
　
　
　
　
　
　
　

  

■ 

健
康
課
国
保
係
☎

(67）
５
１
７
２

国民健康保険被保険者証

●対象者：国民健康保険に加入している人
●有効期間：８月１日～令和７年７月31日
　 ※ 期間中に75歳を迎える人の有効期限は誕

生日前日で、有効期限が切れる前に「後期
高齢医療被保険者証」を送付します。

●�お願い：職場の健康保険に加入した時などは、
速やかに本人またはご家族が国民健康保険
の脱退手続きを役場窓口でしてください。

　

現
在
使
用
し
て
い
る「
国
民
健
康
保

険
被
保
険
者
証
」と「
後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
証
」の
有
効
期
限
は
７
月
31

日
で
す
。
新
し
い
保
険
証
は
７
月
中
に

郵
送
し
ま
す
。
新
し
い
保
険
証
が
届
い

た
ら
、
有
効
期
限
の
切
れ
た
保
険
証
は

ご
自
身
で
破
棄
す
る
か
、
に
こ
に
こ
甘

楽
ま
た
は
役
場
へ
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

　
保
険
証
に
同
封
の
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医

薬
品
希
望
シ
ー
ル
を
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

後期高齢者医療被保険者証

● 対象者 :75歳以上の人と65歳以上で一定
の障がいのある人

● 有効期間：８月１日～令和７年７月31日
●負担割合：１割・２割・３割

負担
割合 判定基準

３割 住民税課税所得 145万円以上

２割

世帯内の後期高齢者医療の人の人数
によって条件が異なります。
【１人の場合】住民税課税所得28万
円以上145万円未満で年金収入＋そ
の他の合計所得金額が200万円以上
【２人以上の場合】住民税課税所得28
万円以上145万円未満で年金収入＋そ
の他の合計所得金額が320万円以上

１割 非課税世帯、上記以外の世帯

医療機関などの窓口で
支払う自己負担の割合
が記載されています。

　同一世帯の被保険者の令和６年度の
住民税課税所得により判定されます。

マイナ保険証をご利用くださいマイナ保険証をご利用ください
12月２日から

保険証は発行されなくなります
　今回お手元に届く保険証は、記載された
有効期限まで使用できます。

70 歳未満の人

70歳から 74歳の人

見 本見 本

見 本見 本

色は「茶色」です

自己負担割合

色は「緑色」です

８
月
１
日
か
ら
は
新
し
い
保
険
証
を

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
を
希
望
す
る
場
合

70～74歳の人は「被保険者証」に自己負担
割合が記載されています。医療機関を受
診するときは、１枚で受診できます。
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後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
改
定（
令
和
６・７
年
度
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■ 

健
康
課
国
保
係
☎

(67）
５
１
７
２

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、
２
年
ご
と
に
見
直
さ
れ
ま
す
。

　
令
和
６・７
年
度
の
保
険
料
率
が
改
定
さ
れ
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

軽減割合 ７割 ５割 ２割

軽減後の
均等割額 14,730円 24,550円 39,280円

保険料の算出方法

（前年の総所得ー基礎控除43万円）
×10.07％（9.36％）※２

保険料は、被保険者全員が平等に負担する「均等割額」と
被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。

均等割額
＝

年間保険料
＋

令和６年度に限り激変緩和措置があります

上限80万円
（73万円）※１ 49,100円

所得割額

※１　 令和６年４月１日前に資格取得、または障がい認定により資格取
得した被保険者は、年間保険料の上限が「73万円」になります。

※２　 所得割率は、「前年中の総所得金額ー基礎控除額」が58万円以下の
場合は「9.36％」になります。

▶均等割額の軽減 世帯（世帯主と同一世帯の被保険者）の所得水準に応じ
て「均等割額（49,100円）」が次のように減額されます。

　カードはオンラインや郵便で申
請すると作成できますが、ご自身
での申請が難しい人は、町住民課
でお手伝いします。

申請をお手伝いします
町住民課で

交付申請書に氏名を記入
（申請書を紛失した場合は
住民課で再発行できます）

町職員が無料で写真撮影
を行い申請

申請から１カ月程度で
住民課から交付案内が届く

本人が来庁し暗証番号を
設定、カードを受け取る

①マイナンバーカードを作成

利用登録の方法
１．�医療機関・薬局を受診した
際に受付（顔認証付きカード
リーダー）で行う

２．�「マイナポータルサイト」から
行う

３．�セブン銀行ＡＴＭから行う

②健康保険証として登録

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を『
健
康
保
険
証
』と
し
て

利
用
す
る
た
め
の
準
備
を
お
願
い
し
ま
す
。

※ 年金・給与所得者の人数、年齢や年金などの収入額により
軽減の該当条件が異なります。

　12月２日以降、新たに資格を取得
したり転居などで資格情報に変更が
あった場合は、マイナ保険証を持っ
ていない人などには「資格確認書」を、

マイナ保険証を持ってい
る人には「資格情報のお知
らせ」を交付します。

広報かんら／2024.7.19



福
祉
医
療
費
受
給
資
格
者
証
の
更
新
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

■ 

健
康
課
国
保
係
☎

(67）
５
１
７
２

　
令
和
６
年
１
月
１
日
よ
り
所
得
制
限

を
撤
廃
し
ま
し
た
。
現
在
交
付
を
受
け

て
い
る
人
に
は
通
知
を
お
送
り
し
ま
す

の
で
、更
新
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
所
得
制
限
は
撤
廃
し
ま
し
た
が
、
課

税
世
帯
は
町
独
自
で
補
助
対
象
に
し
て

い
る
た
め
、
令
和
５
年
中
の
所
得
状
況

を
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
申
告

の
済
ん
で
い
な
い
人
は
至
急
申
告
を
し

て
く
だ
さ
い
。

 

現
在
交
付
を
受
け
て
い
な
い
人

　

18
歳
未
満
の
お
子
さ
ん
の
い
る
母

子
・
父
子
家
庭
、
父
母
の
い
な
い
18
歳

未
満
の
児
童
に
該
当
す
る
人
で
交
付
を

受
け
て
い
な
い
人
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　
令
和
５
年
度
よ
り
所
得
の
基
準
が
導

入
さ
れ
、
毎
年
更
新
と
な
り
ま
し
た
。

所
得
を
確
認
し
、
対
象
と
な
る
人
に
は

通
知
を
お
送
り
し
ま
す
。

 

現
在
交
付
を
受
け
て
い
な
い
人

　
身
体
障
害
者
手
帳
１
、２
級
・
療
育
手

帳
判
定
Ａ
・
障
害
者
年
金
１
級
・
特
別

児
童
扶
養
手
当
１
級
に
該
当
す
る
人
で

交
付
を
受
け
て
い
な
い
人
は
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

　
・
保
険
証　
　
　

　
・
本
人
確
認
書
類

　
※ 

重
度
心
身
障
害
者
・
高
齢
重
度
心

身
障
害
者
は
、
障
害
の
程
度
が
分

か
る
書
類（
手
帳
な
ど
） 見本

　

７
月
31
日
に
有
効
期
限
を
迎
え
る「
福
祉
医
療
費
受
給

者
証
」を
お
持
ち
の
人
は
更
新
が
必
要
で
す
。

���

重
度
心
身
障
害
者
・

��

高
齢
重
度
心
身
障
害
者

��

受
給
資
格
者
証
を
お
持
ち
の
人
へ

　
「
限
度
額
適
用
認
定
証（
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
）」を
提

示
す
る
と
、
病
院
で
の
支
払
い
が
自
己

負
担
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　
下
表
に
該
当
し
交
付
を
希
望
す
る
人

は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、「
一
般

（
課
税
）世
帯
」・「
現
役
並
み
所
得
Ⅲ（
※

１
）」で
70
歳
か
ら
74
歳
の
人（
下
表
の

対
象
者
で
な
い
人
）は
、「
被
保
険
者
証

兼
高
齢
受
給
者
証
」を
提
示
す
る
こ
と

で
同
様
に
取
り
扱
い
さ
れ
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
で
現
在
交
付
を
受
け

て
い
る
人
も
７
月
31
日
が
有
効
期
限
で

す
。
引
き
続
き
交
付
を
受
け
る
た
め
に

は
更
新
手
続
き
が
必
要
で
、
認
定
証
の

発
効
期
日
は
申
請
月
の
初
日
で
す
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

　
・
保
険
証

　
・
本
人
確
認
書
類

【対象者】 国民健康保険で国民健康保険で
70歳未満の人70歳未満の人　　

国民健康保険で国民健康保険で
70～74歳の人70～74歳の人

後期高齢者医療の人後期高齢者医療の人
75歳以上の人75歳以上の人（早期加入の人を含む）（早期加入の人を含む）

限度額適用認定証 住民税課税世帯の人 現役並み所得Ⅰ・Ⅱの人　※１

限度額適用・標準
負担額減額認定証

国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の人 住民税非課税世帯の人

※ １   課税所得が145万円以上380万円未満の人は「現役並み所得Ⅰ」、380万円以上690万円未満の人※ １   課税所得が145万円以上380万円未満の人は「現役並み所得Ⅰ」、380万円以上690万円未満の人
は「現役並み所得Ⅱ」、690万円以上の人は「現役並み所得Ⅲ」に分類されます。は「現役並み所得Ⅱ」、690万円以上の人は「現役並み所得Ⅲ」に分類されます。

※２  70歳未満の人は国保税を完納している世帯の人※２  70歳未満の人は国保税を完納している世帯の人

※２※２

   
医
療
費
が
高
額
に
な
る
と
き
は

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
皆
さ
ん
へ

　

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■ 

健
康
課
国
保
係
☎

(67）
５
１
７
２

��

ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
の
受
給

�

資
格
者
証
を
お
持
ち
の
人
へ

　　マイナンバーカードをマイナンバーカードを
保険証として利用すれ保険証として利用すれ
ば、事前申請は不要！ば、事前申請は不要！
　便利なマイナ保険証　便利なマイナ保険証
をご利用ください。をご利用ください。

限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
の
申
請

限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
の
申
請
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６
月
３
日
に
新
た
な
地
域
お
こ
し
協

力
隊
員
の
任
命
を
行
い
ま
し
た
。

　
現
在
８
人
の
隊
員
が
活
動
中
で
す
。

　

�

今
ま
で
の
経
歴
は
？

　
22
年
間
勤
務
し
た
綾
瀬
市
役
所
を
退

職
後
、
１
年
間
静
岡
県
で
畑
わ
さ
び
栽

培
を
し
た
り
、
４
年
間
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ

カ
ー
販
売
の
営
業
を
し
た
り
し
ま
し
た
。

ま
た『
道
の
駅
巡
り
の
旅
』で
全
国
制
覇

し
た
後
に
は
熊
本
県
で
キ
ャ
ン
プ
場
づ

く
り
を
し
て
い
ま
し
た
。

�

町
で
の
活
動
は
？

　

町
の
隠
れ
た
見
ど
こ
ろ
・
観
光
ス

ポ
ッ
ト
の
発
見
、
電
動
ア
シ
ス
ト
自
転

車
に
よ
る
観
光
コ
ー
ス
の
作
成
、
レ
ン

タ
ル
自
転
車
の
貸
出
業
務
な
ど
を
道
の

駅
甘
楽
を
中
心
に
視
点
を
置
き
な
が
ら

新
た
な
発
見
を
模
索
し
て
い
き
ま
す
。

�

今
後
の
抱
負
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　
全
国
の
道
の
駅
を
制
覇
し
た
経
験
を

生
か
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
新

た
な
町
の
魅
力
を
発
見
し
、
そ
れ
ら
を

Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
を
通
じ
発
信
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
を
紹
介
し
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■ 

産
業
課
商
工
観
光
係
☎

（64）
８
３
２
０

　
（
一
財
）自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
で
は
、

宝
く
じ
の
収
益
金
で
地
域
を
よ
り
良
く

す
る
た
め
、
住
民
の
活
動（
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
活
動
）に
必
要
な
備
品
の
購
入
や

集
会
施
設
の
整
備
、
地
域
文
化
へ
の
支

援
な
ど
、
活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
に
対

し
て
助
成
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
第
22
区
で
は
、
長
胴
太
鼓
の
新
た
な

購
入
と
修
繕
を
行
い
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
宝
く
じ
の
収
益
金
は
、

身
近
な
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
発

展
に
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

宝
く
じ
の
助
成
金
で
整
備 

■ 

教
育
課
文
化
財
保
護
係
☎

（64）
８
３
２
４

ホタルの光跡を楽しむ
　「第12回大名庭園のホタル鑑賞会」が、５
月31日、６月１・７・８日の４日間、国指
定名勝楽山園で開かれました。
　辺りが暗闇に包まれる頃にはホタルが
ゆっくりと尾を引くように光を放ちながら
飛び交いました。ホタルが優雅に舞う幻想
的な光景に多くの来場者は心奪われ、スマー
トフォンでの撮影を試みるなど時が経つの
も忘れ初夏の風物詩を楽しみました。

委嘱状を交付された三宅さん（右）

�

三
宅�

克
典�（
51
歳
）

���������������

　
神
奈
川
県
藤
沢
市
よ
り

道
の
駅
甘
楽
で
、
電
動
ア
シ
ス
ト

自
転
車
の
貸
出
を
開
始
し
ま
す

７/７～７/７～

▲新調した
１尺８寸長胴太鼓

▼胴の部分を修
理した１尺７寸
長胴太鼓
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